
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人樋口恒蔵、同井田憲次の上告理由について。

　原判決は、訴外Ｄ合名会社の解散並びに清算人の選任は当時同会社の残存総社員

の一致の意見によつてなされたものであるから有効であると判示するものであつて、

たとえ右解散の登記に申請人として死亡社員の氏名を併記した事実があつたとして

も右解散並びに清算人の選任それ自体の効力に何ら消長を及ぼすものでないことは

勿論である。又、商法一二条は登記当事者が登記すべき事項を以て第三者に対抗し

得べき場合を規定したのであるから、本件のごとく、会社の清算人から動産を買受

けた被上告人（原告）が第三者たる上告人（被告）に対し右所有権を主張する場合

には、同条は、その適用を見ず、従つて所論清算人選任登記の効力如何にかかわら

ず被上告人は右所有権を上告人に対し主張することを得るものと解すべきである。

論旨は理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、全裁判官一致の意見で、主文

のとおり判決する。
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